
新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島大学の行動指針（2022.5.27改訂）

これは広島大学の学生や教職員の皆さんが状況に応じて，適切かつ柔軟に活動する目安を示すためのものです。

皆様には本行動指針を踏まえ，適切な行動をお願いします。また，日常生活において，３密回避，手洗い・不織布マスク着用・咳エチケットの励行にくれぐれも留意してください。

本行動指針は病院の診療活動を除く広島大学全学に適用します。

大学の諸活動についての行動指針レベル1.5は継続しますが，厚生労働省から示された考え方を踏まえて，本学のマスク着用の方針を明記しました。

授業 研究活動 事務体制 学内の会議 キャンパスへの学生の入構 課外活動

・各授業の内容や特性に応じて，対面授業とオ

ンライン授業を効果的に併用

・通常通りの研究活動を実施 ・通常通りの勤務とするが，時差出勤・テレ

ワークを活用

・対面会議を行うが，オンライン会議も活用 ・キャンパス内外で「新しい生活様式」による

感染防止に心掛けて行動

・オンラインでの活動も有効に活用
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（要注意）

（一部の活動制限）

・十分な感染防止対策の上，対面授業とオンラ

イン授業を併用

・具体的な授業実施の方針は別に掲載

・感染拡大防止に最大限留意して通常通りの研

究活動を継続

・学生の自宅等での研究活動を推奨

・感染拡大防止に最大限留意して通常通りの勤

務とするが，時差出勤・テレワークを積極的に

活用

・感染拡大防止に最大限留意して対面会議を行

うが，オンライン会議を積極的に活用

・キャンパス内外で「新しい生活様式」による

感染防止行動を徹底

・「新しい生活様式」による感染防止行動の遵

守

・感染防止策を含む活動計画等をあらかじめ届

け出て許可を得たものについて実施

1.5

（要注意）

（一定程度の活動制限）

・感染状況や「新しい生活様式」の定着状況を

確認しつつ，十分な感染防止策を実施した上

で，対面授業とオンライン授業を併用

・具体的な授業実施の方針は別に掲載

・「新しい生活様式」による感染防止行動を徹

底した上で，研究活動を実施

・学生の自宅等での研究活動を推奨

・感染拡大防止に最大限留意して通常通りの勤

務とするが，時差出勤・テレワークを積極的に

活用

・感染拡大防止に最大限留意して対面会議を行

うが，オンライン会議を積極的に活用

・授業の受講，研究活動，許可された活動以外

での入構を控える

・「新しい生活様式」による感染防止行動を徹

底

・「新しい生活様式」による感染防止行動の遵

守

・感染防止策を含む活動計画等をあらかじめ届

け出て許可を得たものについて，限定的に実施
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（要警戒）

（中程度の活動制限）

・原則として，授業はオンラインにより実施

・キャンパス内の教室等でネットワークを利用

した受講を認める

・実技を伴う実験・実習等，対面でないと教育

効果が得られない授業であると学部長・研究科

長等が判断し，教育本部に届け出たものについ

ては，十分な感染防止策を実施した上で，対面

で実施

・感染拡大防止に最大限留意して，進行中の研

究，および卒業・修了に必要な研究については

入室可

・感染拡大防止に最大限留意して通常通りの勤

務とするが，時差出勤・テレワークを積極的に

活用

・感染拡大防止に最大限留意して対面会議を行

うが，オンライン会議を積極的に活用

・授業の受講，研究活動，許可された活動以外

での入構を自粛する

・感染拡大防止に最大限留意する

・「新しい生活様式」による感染防止行動の遵

守

・感染防止策を含む活動計画等をあらかじめ届

け出て許可を得た必要最小限の活動（全国大会

へ繋がる予選等）について実施
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（高度警戒）

（大幅な活動制限）

・オンライン授業のみ実施

・学生は授業のための入構不可（やむを得ない

理由により構内で受講する者（※1）を除く）

・教員の入構は必要最低限とする

・感染拡大防止に最大限留意して，停止が困難

な研究のみ実施

・研究継続に必要不可欠な者及び資産維持のた

めに不可欠な者（※２）のみ入室可

・半数程度の職員をテレワークとし，出勤する

職員と交代制として対応

・可能な限りオンライン会議 ・入構禁止（やむを得ない理由により構内で授

業を受講する者，研究継続に必要不可欠な者，

資産維持のために不可欠な者，生物の世話に必

要な最小限の活動を行う者を除く※２）

・オンラインによるものを除き全面活動禁止

（生物の世話に必要な最小限の活動を除く）
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（非常事態）

（必要最小限の活動）

・オンライン授業のみ実施

・教員も自宅等で実施

・新型コロナウイルス対策に直接関わるもの以

外，全ての研究活動による入室を禁止（資産維

持のために不可欠な者（※２）を除く）

・事務機構の維持及び大学施設の維持管理に必

要な最小限の人員のみが出勤し，残りの職員は

テレワーク

・オンライン会議のみ行う ・入構禁止（資産維持のために不可欠な者，生

物の世話に必要な最小限の活動を行う者を除く

※２）

・オンラインによるものを除き全面活動禁止

（生物の世話に必要な最小限の活動を除く）

◇「新しい生活様式」については，https://corona.go.jp/prevention/pdf/atarashii_seikatsu.pdf を参照

◇網掛けは現在のレベルを示しています。

◇この行動指針は，今後の状況に応じて見直しを行う場合があります。

◇課外活動については，別途ホームページに指示があります。

※1 自宅等にネットワーク環境がない者及び不可欠な研究活動等のために入構の必要がある者

□学生の皆さんへ

授業や生活上の不安・悩みは，遠慮なくいつでもチューターや指導教員，  

学部・研究科の学生支援室【https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/140169/toiawase20200323.pdf】や

保健管理センター【https://health.hiroshima-u.ac.jp/】に相談してください。

レベル

0

（通常）

「新しい生活様式」による感染防止に心掛けて行動する。

※2 やむを得ない理由により構内で授業を受講する者，不可欠な研究活動・資産維持（細胞・生物個体維持，装置の液体窒素充填など）活動に従事する者，生物の世話に必要な最小限の活動を行う者は，事前に学部（研究科）長またはセンター長の許可を

得ること

屋外では，会話を行なっていない場合は着用の必要はなく，会話を行う場合でも2m以上の身体的距離が確保できる場合は，着用の必要はない。

ただし，屋外でも２m以内の距離で会話をするときや，屋内では，これまで通り，基本的な感染対策をとること。（注）詳しくは次頁を参照



屋外・屋内でのマスク着用について

新型コロナウイルス
感染症予防のために
（厚生労働省HP）

新型コロナウイルス感染症対策

夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。

距離が確保できる 距離が確保できない

会話をする

会話を
ほとんど
行わない

距離が確保できる 距離が確保できない

会話をする

会話を
ほとんど
行わない

高齢の方と会う時や病院に行く時は、マスクを着用しましょう。

マスク必要なし マスク着用推奨

マスク必要なし

公園での散歩やランニング、サイクリングなど

マスク必要なし

徒歩や自転車での通勤など、屋外で人とすれ違う場面

距離を確保して行う

図書館での読書、芸術鑑賞

マスク必要なし

【屋外】

【屋内】

通勤ラッシュ時や人混みの中
ではマスクを着用しましょう

体調不良時の出勤・登校・移動はお控えください。

○マスク着用は従来同様、基本的な感染防止対策として重要です。
一人ひとりの行動が、大切な人と私たちの日常を守ることに繋がります。
○屋外では、人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できる場合や、
距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、
マスクを着用する必要はありません。
○屋内では、人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できて、かつ
会話をほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。

目安

２ｍ
以上

マスクに
関するQ＆A

※

マスク着用推奨

※十分な換気など感染防止対策を講じている場合
は外すことも可

マスク着用推奨

マスク着用推奨

目安２ｍ以上

目安２ｍ以上


